
令和5年7月5日 

令和5年度科研費新規採択者 各位 

社会連携課研究推進室研究協係 

科研費 研究者使用ルールについて（通知） 

このことについて、科研費を使用するにあたっての関連資料をお送りします。 

内容を確認いただいた後、同封の「科研費研究者使用ルールチェック表」を記入の上、社会連

携課研究推進室研究協力係に提出（メール添付）してください。 

なお、別添資料の他、裏面に科研費に関連するURLを記載しておりますので併せてご確認いた

だき、下記「9. 資料9 会計ハンドブック」については戦略企画課財務管理室（内線2220

番）、その他のお問い合わせについては社会連携課研究推進室研究協力係（内線2823番）へお

問い合わせいただけますようお願いいたします。 

配付資料： 

1． 資料1 科学研究費助成事業―科研費―研究者使用ルール（藝大作成）

2． 資料2 科学研究費助成事業―科研費―研究者使用ルール（学振作成）

3． 資料3 研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項

4. 資料4 研究費の適正な運営・管理活動

5. 資料5 東京藝術大学における芸術研究活動に係わる行動規範

6. 資料6 東京藝術大学研究者倫理に関するガイドライン

7. 資料7 東京藝術大学研究倫理審査について

8. 資料8 研究活動における不正行為等の基礎知識と事例紹介

9. 資料9 会計ハンドブック

10. 科研費研究者使用ルール チェック表 ※要提出

科研費研究者使用ルール チェック表 提出先： 

社会連携課研究推進室研究協力係 

E-mail pcd-kakenhi@ml.geidai.ac.jp

※参考リンク

・東京藝術大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン
https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/12/20220202kenkyuhi_guideline.pdf

・日本学術振興会科研費ホームページ
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/

・科研費ハンドブック
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html

・科研費ＦＡＱ
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05_faq/index.html

・東京藝術大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則
https://www.geidai.ac.jp/kisoku_koukai/pdf/p20220915_343.pdf




